
魚津市告示第150号 

 

魚津市民生委員推薦会委員の定数及び委嘱の基準を定める要綱

の一部改正について 

魚津市民生委員推薦会委員の定数及び委嘱の基準を定める要綱（平成28年

魚津市告示第99号）の一部を次のように改正する。 

 

令和７年６月30日 

 

魚津市長　　村椿　晃



 改正後 改正前
 第１条　（略） 第１条　（略）

 （定数） 

第２条　委員の定数は、12人以内とする。

（定数） 

第２条　委員の定数は、14人以内とする。

 （委嘱の基準） （委嘱の基準）

 第３条　委員は、本市の実情に通ずる者であって次の各号のいずれかに該当す

るものの中から２名以内で市長が委嘱するものとする。

第３条　委員は、本市の実情に通ずるものであって次の各号のいずれかに該当

する者の中から２名以内で市長が委嘱するものとする。

 （１）　地域に精通した者 

（２）－（５）　（略） 

 

（６）　（略）

（１）　市議会議員 

（２）－（５）　（略） 

（６）　関係行政機関の職員 

（７）　（略）



附　則 

この告示は、公表の日から施行する。


